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 鉄軌道等に関する制度等の研究 

平成 29 年度調査では、事業実施上の制度に関する課題（本線・支線の一体的整備、公共交通再編

整備、環境アセスメントの実施等）や幹線公共交通整備に伴うまちづくり効果について整理すること

とした。 

 

7.1  過年度調査の概要 

 平成 26年度調査の概要 

平成 26 年度調査では、軌道に関する適用法令や関連する助成制度について基礎的な研究を行い、

鉄軌道に関する制度、整備スキーム、整備・保有主体の形態、整備・保有主体と運行主体の役割分担

等、さらなる研究を要する課題が多く確認された。 

 

 平成 27年度調査の概要 

平成 27 年度調査では、事業制度について、「都市鉄道等利便促進増進法」や「全国新幹線鉄道整

備法」等に基づく補助制度について先行事例を収集し、整備スキーム、建設主体と営業主体との役

割分担の研究を行った。 

 

 平成 28年度調査の概要 

平成 28 年度調査では、支線整備に関する基本的な法制度、既存交通事業者の影響への対応事例の

収集、環境評価法に基づく環境アセスメントの法体系や手続きの枠組みについて研究を行った。 
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7.2  平成 29年度調査の検討結果 

 本線と支線の一体的整備に関する事例研究 

本線（鉄軌道）・支線の一体的整備において事業を構成する主体及び連携方策等の関係要素を整

理する。 

 

(1) 本線・支線一体的整備事例の収集整理 

1) 国内事例（国・富山県・富山市） 

運行頻度が少なく、結果として利用者数も少なかったＪＲ富山港線を、ＪＲ北陸新幹線整備と

ＪＲ北陸本線富山駅の高架化事業を契機として一部区間を道路上に敷設替えし、富山市北部地域

の南北方向の基幹的公共交通軸としてＬＲＴ化を図った。 

表 本線・支線の関係 

本線 支線 

・ＪＲ北陸新幹線 

・ＪＲ北陸本線 

・富山ライトレール（ＬＲＴ化） 

（平成 18 年４月開業） 

 

①． 本線・支線整備で一体的に実施された事業 

本線・支線及び関連事業を同時期また、一体的に実施した事業は以下の通り。 

表 関連事業の実施時期 

実施事業 実施時期 

北陸新幹線 Ｈ13.5～Ｈ27.3 

富山駅付近連続立体交差事業 Ｈ18～Ｈ31（予定） 

ＪＲ富山港線路面電車化事業 Ｈ16.4～Ｈ18.4 

富山駅周辺地区土地区画整理事業 Ｈ18.4～Ｈ30.3（予定） 

富山駅自由通路整備事業 Ｈ25.4～Ｈ32.3（予定） 

路面電車南北接続事業 
Ｈ25.4～Ｈ27.3（第１期） 

Ｈ27.4～Ｈ32.3（第２期）（予定） 
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A． 北陸新幹線の概要 

長野・金沢間距離；240ｋｍ 

建  設  費 ；17,800 億円 

富山県内設置駅 ；黒部宇奈月温泉駅、富山駅、新高岡駅 

 

図 北陸新幹線ルート計画図 

出典：富山県北陸新幹線対策連絡協議会ＨＰ＜http://www.h-shinkansen.gr.jp/toyama/index.html＞ 

 

B． 北陸新幹線の整備効果 

開業効果 

平成 27 年３月の長野～富山・金沢間の開業により、開業後１年間の北陸新幹線の乗車人数

(上越妙高～糸魚川間)が開業前の在来線特急に比べ約３倍となり、開業２年目となっても引き

続き開業前の３倍近い状況を継続しており、多くの方に利用されている。沿線各地の観光地や

宿泊施設では入り込み客数が増加するなど、沿線地域に顕著な開業効果が現れている。 

 

図 北陸新幹線（長野・金沢間）開業後１年間の乗車人員 

出典：富山県北陸新幹線対策連絡協議会ＨＰ＜http://www.h-shinkansen.gr.jp/toyama/index.html＞ 
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時間短縮効果 

北陸新幹線長野～富山・金沢間の開業によって、東京方面へは乗換えがなくなり、開業前に

比べ移動時間が約 60 分短縮された。 

 

図 所要時間の変化 

出典：富山県北陸新幹線対策連絡協議会ＨＰ＜http://www.h-shinkansen.gr.jp/toyama/index.html＞ 

 

東海道新幹線の代替補完機能及びネットワーク機能 

北陸新幹線は東京・大阪間を結ぶもう一つの新幹線として東海道新幹線の代替補完機能を有

している。南海トラフ巨大地震が発生すると、交通寸断による鉄道の影響額は、復旧まで６ヶ

月かかった場合 2.2～2.4 兆円と想定されており（中央防災会議「南海トラフ巨大地震の被害想

定について」）、災害に強い国土形成の観点からも代替補完機能（バイパス機能）を有する。 

また、北陸新幹線は、首都圏及び関西圏につながることでネットワーク機能が高まる。長野

～富山・金沢間の開業によって、北陸と中部との間に新たな流動が生まれている。 

 

C． 富山駅付近連続立体交差事業 

北陸新幹線整備に併せ、県都富山の玄関口にふさわしい交通拠点の整備や、鉄道によって分

断されていた南北市街地の一体化を目的に、在来線を高架化する連続立体交差事業を行ってい

る。 

事業のコンパクト化により、南北の駅前広場空間の拡充を実現するとともに、コストの縮減

を図っている。 

表 対象路線及び事業延長 

あいの風とやま鉄道線 約１．８ｋｍ 

ＪＲ高山本線 約０．７ｋｍ 

富山地方鉄道本線 約１．０ｋｍ 
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図 富山駅付近連続立体交差事業の施工手順 

出典：富山駅周辺整備事業の概要パンフレット（富山市） 

 

D． ＪＲ富山港線路面電車化事業（富山ライトレール） 

事業経緯 

富山ライトレールは、北陸新幹線の整備に先んじて事業が開始されたが、これは新幹線整備

と併せて実施された交通拠点の整備や南北の一体化を目的とした、ＪＲ北陸本線富山駅周辺連

続立体交差事業の中で利用者の減少に歯止めのかからない富山港線の扱いが議論され、社会的

便益が最大であり、かつ、コンパクトなまちづくりを進めるうえでも有効な路面電車化を採用

されたことによるものである。 

1.利用者減少で、富山港線存続が危ぶまれる状況 

2.平成 13 年度に、北陸新幹線が富山駅まで事業認可 

3.平成 15 年度に、富山駅周辺地区が連続立体交差調査、採択（在来線の高架化） 

4.富山市は、富山港線の扱いについて判断を迫られる。 

案 1 既存線の高架化 

案 2 新規路面電車化 

案 3 バス代替による既存線廃止 

5.平成 15 年 5 月、富山市の市長が富山港線の路面電車化を発表 

 

適用計画制度と事業制度 

本路線の整備に当たって適用された計画制度及び事業制度等は次のとおりである。 

表 適用計画制度と事業制度 

制度区分 適用内容 

・適用計画制度 ・都市・地域総合交通戦略 

・適用事業制度 ・路面電車走行空間改築事業 

・幹線鉄道等活性化事業 

・新設区間は軌道法で特許取得 

・適用補助制度 ・連続立体交差事業からの負担金 

・ＬＲＴシステム整備費補助 
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路線概要 

本路線はＪＲ富山駅から市北部の岩瀬浜までの 7.6km をＬＲＴ化するものである。 

このうち、ＪＲ富山駅からの 1.1km は道路上の軌道区間として整備された。 

表 路線概要 

起終点 路線長 停留場 車両基地 変電所 

・ＪＲ富山駅 

・岩瀬浜 

  7.6km 

内併用軌道区間 

1.1km 

13 停留場 

内新設５ 

バスとの結節駅２ 

既存のものを利用 ２か所 

 

 
 

出典：富山港線路面電車化の概要（富山市） 

＜http://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/2573/1/toyamakousen.gaiyou.pdf＞ 
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E． 富山駅周辺地区土地区画整理事業 

富山駅を中心とする約 10.4 ヘクタールの区域で土地区画整理事業を実施し、南口及び北口駅

前広場の再整備や西口交通広場、都市計画道路富山駅南北線などの整備により、都市交通の利

便性向上と土地の高度利用を図り拠点性の高い都心の形成を行っている。 

 

図 駅前広場区域の拡大 

出典：富山駅周辺整備事業の概要パンフレット（富山市） 

 

駅前広場等の車両乗り入れは、一般車を西口高架下に分離し、南口と北口はバス及びタクシ

ーなどの公共交通に限定することで、交通結節機能の強化とゆとりある歩行者空間を確保して

いる。これにより、広場規模は、現状の 15,560 ㎡から 27,100 ㎡に拡大された。 

 

図 富山駅周辺地区平面図（完成時） 

出典：富山駅周辺整備事業の概要パンフレット（富山市） 
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F． 自由通路整備事業 

新幹線及び在来線の高架下空間を利用して鉄道利用者以外でも通行できる自由通路を整備し

ている。地平レベルでの歩行者通路であるため、南北市街地の行き来や富山駅での公共交通の

乗り換えがわかりやすく安全に行えるようになる。 

 

G． 路面電車南北接続事業 

富山駅南側の富山地方鉄道富山軌道線（市内電車）と北側の富山ライトレール富山港線を新

幹線・在来線高架下に新設する停留場で接続する。 

 

②． 国・地方の協働の状況 

富山駅周辺で実施された事業の内、国と地方の役割分担は以下の通り。 

表 富山駅周辺整備事業の主体 

関係主体 実施事業 

国 北陸新幹線 

県 富山駅付近連続立体交差事業 

市 

ＪＲ富山港線路面電車化事業 

富山駅周辺地区土地区画整理事業 

富山駅自由通路整備事業 

路面電車南北接続事業 

富山地方鉄道 バス再編 

富山ライトレール フィーダーバス 

 

③． 本線・支線の相互の波及効果 

A． 費用（富山ライトレール） 

富山市が建設主体として国の補助金等を活用し、整備を実施している。 

富山港線は建設から維持・管理及び更新に係る費用のすべてを公共で負担すれば、健全な運

営が可能であったことから、運営会社として第三セクター(富山ライトレール株式会社)を設立

し、公共(富山市)との役割を明確にした関係で事業を進めた。 

 

図 公共と運営会社の役割 

出典：富山港線の路面電車化事業の概要（富山市） 
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富山市が建設主体として実施したＪＲ富山港線の路面電車事業の建設費 58 億円に対し国の

補助金等（国：22 億円約 38％、県：９億円約 16％）を活用し、公設民営方式で整備をしてい

る。 

この事業において、連続立体交差事業からの負担金が 33 億円と大きな割合を占める。 

この負担金は北陸新幹線富山駅の整備と連続立体交差事業の施行による在来線支障移転のた

め、富山港線の機能が失われることから、路面電車化により従来の機能を確保することとし、

機能を維持するための必要最小限の費用を連立事業が負担するものである。 

 

 

図 整備スキーム 

出典（上図）：富山港線の路面電車化事業の概要（富山市）、 

出典（下図）：富山ライトレールの誕生（富山ライトレール記録誌編集委員会、鹿島出版社） 

 

 

  

 
 
富山市 
約 27 億円 

(JRからの協力金も含む) 

県 
約９億円 

 
 
国 

約 22 億円 
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B． 空間（北陸新幹線と富山駅付近連続立体交差事業） 

連続立体交差事業と北陸新幹線整備を同時に行うことになったが、富山駅付近は高層マンシ

ョン等が建つ狭い空間であり、駅付近で幅約 100ｍしか確保できなかった。新幹線整備を優先

して進めることとし、新幹線駅で幅約 38ｍ、在来線営業のための仮駅で幅約 45ｍを確保した後

は、連続立体交差事業で必要な幅約 32ｍのうち約半分の幅約 17ｍしか確保できなかった。その

ため、新幹線開業時までに上り線を施工し、その後、仮線上り線の撤去をしてそのスペースに

下り線を施工する２段階施工となった。 

一方、同時に行うことにより、高架後の駅がコンパクトな駅（４面９線１切欠(幅約 70m))→

２面４線１切欠(幅約 32m)）となることや、在来線営業のための仮駅の移設を１回のみとする

ことで工事費を大幅に低減することができた。 

また、新幹線駅と在来線駅の間には仕切壁を設けず、雪の立山杉をイメージした白色の一本

柱やガラスファサードを設けた統一的なデザインとし、明るく開放的な一体感のある駅にでき

た。 

 

図 連続立体交差事業の施工手順 

出典：富山駅における連続立体交差事業と北陸新幹線整備の同時施工について（富山県） 

＜http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1506/kj00003011-002-01.html＞ 
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④． 本線・支線の結節方法 

本線である北陸新幹線と支線である路面電車の結節は、北陸新幹線とあいの風とやまの高架

下に富山地方鉄道富山軌道線（市内電車）と富山ライトレール富山港線を接続し、停留場を設

置することにより、新幹線や在来線の改札から自由通路を抜けて、雨や雪を気にすることなく

路面電車に乗換えることが出来るようになっている。停留場が高架下にあるため、誰にでもわ

かりやすく使いやすい施設となっている。 

 

図 高架下停留場（南北自由通路から望む） 

出典：富山駅周辺整備事業の概要パンフレット（富山市） 
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(2) 一体的整備に関する利点の整理 

富山市ではＪＲ北陸新幹線の整備や連続立体交差事業等の本線整備とあわせて、支線であるＪＲ

富山港線の路面電車化事業及び路線バスの再編（フィーダーバス化）が行われた。 

本線と支線の一体的な計画・整備においては、国や地方公共団体、交通事業者間で役割分担が図

られ、これにより、連続立体交差事業の負担金を路面電車化事業の財源に充てることで地方公共団

体の負担が抑えられた。また、利用者にとっては、鉄道駅と路面電車停留場が近接整備されること

で、利便性の高いシームレスな乗継環境が実現された。 

また、公共交通の全体ネットワークとしても、路面電車化と合わせて並行する路線バスを再編・

フィーダー化することで、基幹交通と二次交通の役割分担により運行頻度等のサービス向上が図ら

れ、結果として公共交通利用者数の増加につながっている。 

鉄道等の幹線公共交通整備においては、国及び地方公共団体や交通事業者の協働により、財源の

役割分担を行い、公共交通ネットワークの形成に向けて有機的な連携を図っていくことが重要であ

る。 
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 公共交通再編整備等に関する事例研究 

(1) 公共交通再編整備の基本的制度の整理 

地域公共交通網形成計画、地域公共交通再編実施計画の策定プロセス、策定組織、既存交通事業

者の関わり方等の基本的制度について整理する。 

 

1) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の概要 

平成 19 年に設けられた地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成十九年法律第五十九

号）により、コンパクトな都市構造の実現を支援する地域公共交通網形成計画を作成することが

できるようになった。 

その際、地方公共団体が中心となり、関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者そ

の他地域公共交通網形成計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者等により構成され

る法定協議会を設立し、その場を通じて協議・意見交換・合意の基に計画策定を進めることで、

良好な関係の基に、事業推進を図ることが求められている。 

 

①． 法律の概要 

A． 目的 

この法律の目的は交通基本法に基づき持続可能な地域公共交通網を形成することにある。 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 

（目的） 

第一条 この法律は、近年における急速な少子高齢化の進展、移動のための交通手段に関する利用者の選好の

変化により地域公共交通の維持に困難を生じていること等の社会経済情勢の変化に対応し、地域住民の自立

した日常生活及び社会生活の確保、活力ある都市活動の実現、観光その他の地域間の交流の促進並びに交通

に係る環境への負荷の低減を図るための基盤となる地域における公共交通網（以下「地域公共交通網」とい

う。）の形成の促進の観点から地域公共交通の活性化及び再生を推進することが重要となっていることに鑑

み、交通政策基本法（平成二十五年法律第九十二号）の基本理念にのっとり、地方公共団体による地域公共交

通網形成計画の作成及び地域公共交通特定事業の実施に関する措置並びに新地域旅客運送事業の円滑化を図

るための措置について定めることにより、持続可能な地域公共交通網の形成に資するよう地域公共交通の活

性化及び再生のための地域における主体的な取組及び創意工夫を推進し、もって個性豊かで活力に満ちた地

域社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

B． 協議会 

法定協議会を設置した場合、地域公共交通網形成計画に定めようとする事業を実施すると見

込まれる者については、正当な理由がある場合を除き、計画の作成・実施に関する協議に応じ

なければならない（参加要請応諾義務）。また、メンバー全員に対し、協議会における協議結

果を尊重する義務がある。 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 

（平成十九年法律第五十九号） 

（協議会） 

第六条 地域公共交通網形成計画を作成しようとする地方公共団体は、地域公共交通網形成計画の作成及び実

施に関し必要な協議を行うための協議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 

一 地域公共交通網形成計画を作成しようとする地方公共団体 

二 関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通網形成計画に定めようとする

事業を実施すると見込まれる者 

三 関係する公安委員会及び地域公共交通の利用者、学識経験者その他の当該地方公共団体が必要と認める

者 
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３ 第一項の規定により協議会を組織する地方公共団体は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号に掲げ

る者に通知しなければならない。 

４ 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければ

ならない。 

５ 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならな

い。 

６ 主務大臣及び都道府県（第一項の規定により協議会を組織する都道府県を除く。）は、地域公共交通網形

成計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。 

７ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

（地域公共交通網形成計画の作成等の提案） 

第七条 次に掲げる者は、地方公共団体に対して、地域公共交通網形成計画の作成又は変更をすることを提案

することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る地域公共交通網形成計画の素

案を作成して、これを提示しなければならない。 

一 公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通網形成計画に定めようとする事業を実

施しようとする者 

二 地域公共交通の利用者その他の地域公共交通の利用に関し利害関係を有する者 

２ 前項の規定による提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき地域公共交通網形成計画の作成又は変

更をするか否かについて、遅滞なく、公表しなければならない。この場合において、地域公共交通網形成計

画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。 

 
 

 
図 地域公共交通活性化再生法の概要 

出典：地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 概要（国土交通省） 

＜http://www.mlit.go.jp/common/001234759.pdf＞ 
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②． 地域公共交通網形成計画の概要 

地域公共交通網形成計画は「地域にとって望ましい公共交通網のすがた」を明らかにする「マ

スタープラン（ビジョン＋事業体系）」としての役割を果たすもので、国が定める基本方針に

基づき、地方公共団体が協議会を開催しつつ、交通事業者等との協議の上で策定する。まちづ

くりと連携し、かつ面的な公共交通ネットワークを再構築するために実施する事業（地域公共

交通特定事業など様々な取組）について記載する。 

ＬＲＴ・ＢＲＴなど地域の基幹交通システムを導入する場合、地域公共交通特定事業として、

地域公共交通網形成計画に基づき、事業者等が地方公共団体等の支援を受けつつ事業を実施す

ることができる。 

 

図 改正地域公共交通活性化再生法の特徴 

出典：地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施計画作成のための手引き 第３版

（平成 28 年３月 国土交通省）＜http://www.mlit.go.jp/common/001089843.pdf＞ 

 
  



7-16 
 

 

図 地域公共交通網形成計画の記載事項 

出典：「人とまち、未来をつなぐネットワーク」～地域公共交通活性化再生法の一部改正～ 第９版（平成

27 年 11 月 国土交通省）＜http://www.mlit.go.jp/common/001127036.pdf＞ 

 

 

図 地域公共交通網形成計画と地域公共交通再編実施計画の位置づけ 

出典：地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施計画作成のための手引き 第３版（平成 28 年３月 

国土交通省）＜http://www.mlit.go.jp/common/001089843.pdf＞ 
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(2) 公共交通再編整備事例の収集整理 

基幹公共交通の導入に併せて、既存バス路線等の再編を計画している都市の事例を収集する。 

調査対象事例は、幹線公共交通の導入に合わせたバス路線等の既存公共交通ネットワークの再編

に向けて、地域公共交通網形成計画の策定において公共交通事業者との協議・合意形成を図りなが

ら進められている岐阜市、宇都宮市・芳賀町、つくば市を対象とする。 

ここでは、公共交通の再編に向けて、地方公共団体と交通事業者がどのように連携・役割分担を

図りながら進められているかに着目して整理を行う。 

 

表 公共交通再編整備事例の一覧 

 岐阜市 宇都宮市・芳賀町 つくば市 

計画名称 岐阜市地域公共交通網

形成計画 

芳賀・宇都宮東部地域公

共交通網形成計画 

つくば市地域公共交通

網形成計画 

策定年 平成 27 年３月 平成 27 年 11 月 平成 28 年４月 

概要 ＢＲＴ導入に伴うバス

路線の再編 

ＬＲＴ導入に伴うバス

路線の再編 

鉄道・幹線バスを中心

に、バス路線を再編 

法定協議会への交

通事業者の参画 

・岐阜乗合自動車㈱ 

・岐阜県タクシー協会 

・東日本旅客鉄道㈱ 

・東武鉄道㈱ 

・関東自動車㈱ 

・東野交通㈱ 

・ジェイアールバス関

東㈱ 

・(一社)栃木県バス協

会 

・(一社)栃木県タクシ

ー協会 

・宇都宮ライトレール

㈱ 

・(一財)つくば都市交

通センター 

・(一財)茨城県バス協

会 

・(一社)茨城県ハイヤ

ー・タクシー協会 

・首都圏新都市鉄道㈱ 

・関東鉄道㈱ 

・ジェイアールバス関

東㈱ 
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①． 岐阜市における地域公共交通網形成計画 

岐阜市では平成 23 年度から基幹公共交通としてＢＲＴ（連節バス）の導入が進められてお

り、ＢＲＴ導入など公共交通軸の強化により都市の再構築が進められている。 

A． 将来公共交通ネットワークの概要 

岐阜市内における現状のバス路線は、160 系統を超えるバス路線が運行されており、路線が

複雑で利用者にはわかりにくくなっている。また、多くの系統が流入する区間では団子運行が

発生し、定時性、速達性の低下を招いているととともに、バスの乗継が岐阜駅などに限られ、

利便性の高いバスネットワーク化がされていない等の課題がある。 

そのため、公共交通軸沿線へ都市機能の集積及び集住を促し、まちづくりと公共交通の両方

の観点から持続性の高いまちづくりを目指すために、ＢＲＴ導入など公共交通軸の強化が進め

られている。 

 

    
図 将来の公共交通ネットワーク 

出典：岐阜市地域公共交通網形成計画（平成 27 年３月 岐阜市） 

＜http://www.city.gifu.lg.jp/23404.htm＞ 

 
  

【現状】                  【将来】 
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B． バス路線再編の概要 

幹線・支線バスへのバス路線再編を推進し、幹線バスへのＢＲＴの導入により定時性、速達

性が確保され、支線バス、コミュニティバスが有機的に連携したバスネットワークの構築によ

り利便性の高い公共交通の構築が目指されている。 

 
図 バス路線の幹線・支線への再編とＢＲＴを軸としたネットワークのイメージ 

出典：岐阜市地域公共交通網形成計画（平成 27 年３月 岐阜市） 

＜http://www.city.gifu.lg.jp/23404.htm＞ 

 

C． 再編に伴う交通事業者等の役割 

地域公共交通網形成計画では、将来公共交通ネットワークの実現に向けて様々な施策が位置

付けられており、地方公共団体だけでなく交通事業者を含めた関連主体との役割分担により推

進していくことが位置付けられている。 

 
図 地域公共交通網形成計画に位置付けられた施策の一例 

出典：岐阜市地域公共交通網形成計画（平成 27 年３月 岐阜市） 

＜http://www.city.gifu.lg.jp/23404.htm＞ 
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図 ＢＲＴの導入状況 

出典：岐阜市 HP＜http://www.city.gifu.lg.jp/12303.htm＞ 
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②． 宇都宮市・芳賀町における地域公共交通網形成計画 

宇都宮市・芳賀町では、少子・超高齢化、人口減少社会や地球環境問題に対応しながら、将

来にわたり持続的に発展し、多くの人と企業から選ばれる都市となるため、まちの機能や人口

が集積した都市拠点や地域拠点、産業拠点などを効果的に結び付けることにより、それぞれの

機能が連携しながら都市全体の魅力を高める「ネットワーク型コンパクトシティ」の実現を目

指している。 

この実現のために、東西基幹公共交通としてＬＲＴの導入計画が進められている。 

 

A． 将来公共交通ネットワークの概要 

 
図 将来公共交通ネットワーク 

出典：芳賀・宇都宮東部地域公共交通網形成計画（平成 27 年 11 月 宇都宮市・芳賀町） 

＜http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/kotsu/senryaku/1006023.html＞ 

 

B． バス路線再編の概要 

ＬＲＴ整備に合わせて階層的な公共交通ネットワークを構築するために、以下の方向性でバ

ス路線の再編が進められている。 

・ＬＲＴと重複するバス路線については、効果的・効率的なネットワーク構築の観点から、

ＬＲＴと接続する支線バス等への再編を検討 

・ＬＲＴと南側・北側で平行するバス路線（国道 123 号、白楊高通り・越戸通り）について

は、ＬＲＴを補完し、東西方向の移動を支える路線であることから、幹線バス路線として

位置づけるとともに、広域バス路線については、利用者の利便性や路線全体への影響等を

考慮し、ＬＲＴへの接続を検討 

・その他のバス路線については、利用者の利便性等を考慮し、ＬＲＴへの接続を検討 
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図 公共交通ネットワーク再構築の方向性 

出典：芳賀・宇都宮東部地域公共交通網形成計画（平成 27 年 11 月 宇都宮市・芳賀町） 

＜http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/kotsu/senryaku/1006023.html＞ 

 

C． 再編に伴う交通事業者等の役割 

将来公共交通ネットワークの実現に向けて下図の施策が位置付けられており、交通事業者を

含めた関連主体との役割分担により推進していくことが位置付けられている。 

 
図 地域公共交通網形成計画に位置付けられた施策と実施主体 

出典：芳賀・宇都宮東部地域公共交通網形成計画（平成 27 年 11 月 宇都宮市・芳賀町） 

＜http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/kotsu/senryaku/1006023.html＞ 
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③． つくば市における地域公共交通網形成計画 

つくば市では平成 17 年８月につくばエクスプレスが開業に伴い、それまで運行していた福祉

循環バス等の再編などが進められ、市内の公共交通は鉄道、路線バス、コミュニティバス（つ

くバス）等の交通システムにより多層的にネットワークが図られている。 

 

図 つくば市の地域公共交通の階層 

出典：つくば市地域公共交通網形成計画 

＜http://www.city.tsukuba.lg.jp/kurashi/kotsu/kokyo/1001484.html＞ 

 

A． 将来公共交通ネットワークの概要 

公共交通ネットワークは、幹線であるつくばエクスプレスを中心に、支線としてバスネット

ワークを形成する考え方が示されている。 

 
図 地域公共交通網形成計画における基本方針 

出典：つくば市地域公共交通網形成計画 

＜http://www.city.tsukuba.lg.jp/kurashi/kotsu/kokyo/1001484.html＞ 
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B． バス路線再編の概要 

具体のバス路線の再編については、つくばエクスプレスの各駅と地域の生活拠点を連絡する

ルートでの再編が位置付けられている。 

 
図 既存バス路線再編の概要 

出典：つくば市地域公共交通網形成計画 

＜http://www.city.tsukuba.lg.jp/kurashi/kotsu/kokyo/1001484.html＞ 
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(3) 再編整備のあり方と課題の整理 

新たな鉄軌道整備など基幹公共交通の導入に際しては、「地域公共交通の活性化及び再生に関す

る法律」に基づき、既存公共交通の再編等を含め、地域公共交通網形成計画を作成することが可能

となる。その際、地方公共団体が中心となり、公共交通事業者、道路管理者等により構成される法

定協議会を設立し、その場を通じて協議・意見交換・合意を行い計画策定を進めるとともに、事業

推進を図ることが必要である。 

先行事例においては、ＢＲＴやＬＲＴ等の基幹公共交通の導入に合わせて、既存公共交通である

バス路線等を再編し、階層的な公共交通ネットワークの構築により、サービス水準の向上や運行の

効率化が進められている。これら公共交通の再編においては、関係主体との協議調整を踏まえ、地

方公共団体と交通事業者等との適切な役割分担の下、事業が推進されている。 

 

 

  


